
令和4年7月1日(改正教育職員免許法施行日)以降の教員免許状について

～確認フローチャート～

・平成２１年４月１日以降に，初めて免許状を取得した。
・又は，免許状に「有効期間の満了の日」が記載されている。

有する教員免許状のうち，最も「有効期間
の満了日」が遅い日又は有効期間更新証明
書(免除・延期・延長含む)に記載の更新期
限は令和４年７月１日以降である。

期限の日に，現職教師として勤務していた。

失効した教員免許状です。
授与を希望する場合は再授与の手続きが必要です。

はい

休眠中の教員免許状です。
令和4年7月1日以降自動
的に有効な免許状となり
ます。

いいえ

生年月日に応じた修了確認期限又は
修了確認証明書(免除・延期含む)に記載の
更新期限が令和４年７月１日以降である。

有効な教員免許状です。

はい いいえ はい いいえ

はい いいえ

「現職教師」には、産前・産後休暇、育児休業、介護休業、病気休職等、休暇、休業、休職中の者も含みます。

有効期限の日に退職した教員について、定年退職者は「現職教師」、自己都合退職、勧奨退職者は「非現職教
師」の扱いとなります。
「現職教師」とは「更新講習の受講義務者」を指します。具体的には以下のとおりです。
1)校長、副校長、教頭、及び教員（ただし、指導改善研修受講中の者を除く。）
2)教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
3)2）に準ずる者として免許管理者が定める者

現職教師とは？

有効な教員免許状です。

お持ちの,免許状は全て新免許状です。 お持ちの,免許状は全て旧免許状です。


